
 （令和 6 年 ６⽉１⽇現在） 

 合同会社メディケアパートナー 
 くまさんヘルパー訪問介護 

 ＜障害者総合⽀援法に基づく＞ 
 居宅介護等サービス契約書⼀式 

 〜⽬次〜 

 ○重要事項説明書・・・P２〜P９ 
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 ※ 本事業所では、利⽤者に対して障害者総合⽀援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、同⾏援 
 護（以下、「居宅介護等」という。）を提供します。当サービスの利⽤は、原則として介護給 
 付費の⽀給決定を受けた⽅が対象となります。 

                                   くまさんヘルパー訪問介護 
                                千葉県船橋市⼤⽳北４－１５－３ 

 ０４７－４０２－６２５４ 
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 居宅介護等 重要事項説明書 
 （令和 6 年 ６⽉１⽇現在） 

 １．事業者 
 名 称  くまさんヘルパー訪問介護 
 所在地  千葉県 船橋市 ⼤⽳北４－１５－３ 

 電話番号  ０４７－４０２－６２５４ 

 代表者⽒名  代表社員 浦上 莉奈 

 設⽴年⽉  令和６年４⽉１⽇ 

 ２．事業所の概要 
 指定年⽉⽇及び 
 事業所番号 

 令和６年６⽉１⽇  千葉県知事指定 

 指定障害福祉サービス事業所  1 2 1 2 8 0 3 6 1 1 

 サービスの種類及 
 び主たる対象者 

 居 宅 介 護  ⾝体障害者/知的障害者/障害児/精神障害者/難病 
 重度訪問介護   ⾝体障害者/知的障害者/障害児/精神障害者/難病 

 事業の⽬的  介護サービスに関する事業 

 事業所の名称  くまさんヘルパー訪問介護 

 事業所の所在地  千葉県 船橋市 ⼤⽳北４－１５－３ 

 電話番号  ０４７－４０２－６２５４ 
 ０７０－１２２８－０９６１ 

 管理者⽒名  浦上 莉奈 

 事業所の運営⽅針 
 について 

 利⽤者が居宅において⾃⽴した⽇常⽣活を営むことができるよう、 
 ⾷事、⾝体の清潔の保持等の介助およびその他必要な援助を⾏う。 

 開設年⽉  平成１５年４⽉１⽇ 

 事業所が⾏なって 
 いる他の業務及び 
 事業所番号 

 指定訪問介護 
 千葉県知事指定 第1270910407号 
 令和６年４⽉１⽇ 
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 ３．事業実施地域 
 船橋市 

 ４．営業時間 

 営業⽇  ⽉曜⽇〜⽇曜⽇ 
 国⺠の祝⽇及び１２/２９〜１/３を除く 

 受付時間  ⽉ 〜 ⽇  ８ 時 〜 １７時 （12/29 〜 1/3 を除く） 

 ｻｰﾋﾞｽ提供時間帯  365 ⽇、24 時間（緊急時も表記の電話にて常時連絡可能） 

 ５．職員の体制 

 <主な職員の配置状況>※職員の配置は変動しますが、指定基準を遵守しています。 
 職種  最低⼈員  職務の内容 

 １．  管理者  1（  常勤専従  ）  業務総括 
 ２．サービス提供責任者  1 名以上（  利⽤者 40 ご 

 とに常勤換算 1 名追加  ） 
 ヘルパーの指導等 

 ３．居宅介護従事者(  ホームヘルパー  )  2.5名以上（  常勤換算  ）  ﾎｰﾑﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽ業務 
 当事業所では、利⽤者に対して指定訪問介護、指定居宅介護等を提供する職員として、上記 
 の職種の職員を配置しています。 

 ６．当事業所が提供するサービスと利⽤料⾦ 
 (1)  「居宅介護等計画」とサービス内容（契約書第３条・第４条参照） 

 当事業所では、下記のサービス内容から「居宅介護計画」、「重度訪問介護計画」（以下、 
 「居宅介護等計画」という。）を定めて、サービスを提供します。「居宅介護等計画」は、 
 市町村が決定した「⽀給量」と利⽤者の意向や⼼⾝の状況を踏まえて、具体的なサービス内 
 容や利⽤者に対するサービス実施⽇などを記載しています。「居宅介護等計画」は、利⽤者 
 や家族に事前に説明し、同意をいただくとともに、利⽤者の申し出により、いつでも⾒直す 
 ことができます。 

 <サービス区分及びサービス内容> Ⅰ 
 居宅介護 

 1  ⾝体介護（ご家庭に訪問し、⼊浴や排泄、⾷事などの介助をします。） 
     ○⼊浴介助・清拭・洗髪…⼊浴の介助や清拭（体を拭く）や洗髪などを⾏います。 
     ○ 排せつ介助…排せつの介助、おむつ交換を⾏います。 
      ○ ⾷事介助…⾷事の介助を⾏います。 

 ○ ⾐服の着脱の介助…⾐服の着脱の介助を⾏います。 
 ○ 通院介助…通院の介助を⾏います。 
 ○ その他必要な⾝体介護を⾏います。※ 医療⾏為はいたしません。 
 〇 ⾃⽴⽀援のための⾒守り的援助 
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 2  家事援助（ご家庭に訪問し、調理、洗濯、掃除などの⽣活の援助を⾏います。） 
     ○調理…利⽤者の⾷事の⽤意を⾏います。 

 ○ 洗濯…利⽤者の⾐類等の洗濯を⾏います。 
 ○ 掃除…利⽤者の居室の掃除や整理整頓を⾏います。 
 ○ 買い物…利⽤者の⽇常⽣活に必要となる物品の買い物を⾏います。 
 ○ その他関係機関への連絡など必要な家事を⾏います。 
 ※ 預貯⾦の引き出しや預け⼊れは⾏いません。（預貯⾦通帳・カードはお預かりできま 

 せん。） 
 ※ 利⽤者以外の⽅の調理や洗濯、利⽤者以外の⽅の居室や庭等の敷地の掃除は原則とし 

 て⾏いません。 
 3  通院 

 Ⅱ 重度訪問介護（⾝体介護や家事援助、⾒守りなど⽣活全般を⽀援） 
 （脳性まひなどの全⾝性障害がある⽅など⽇常⽣活全般に常時の⽀援を要する⽅を対象と 
 したサービスです。）⾝体介護、家事援助、⾒守り等を⾏います。具体的な内容は、⾝体 
 介護、家事援助と同様です。 

 (2)  利⽤者負担額（契約書第５条参照）上記サービスの利⽤者に対しては、障害者総合⽀援法 
 に基づく介護給付費等が⽀給されます。通常 9 割が介護給付費の給付対象となります。 
 事業者が介護給付費を代理受領する場合には、利⽤者は、利⽤者負担分としてサービス料 
 ⾦の 1 割（定率負担）を事業者にお⽀払いいただきます。6 ⾴に記載する個別減免が適⽤ 
 される場合には、減免後の⾦額となります。障害福祉サービス受給者証をご確認くださ 
 い。 

 ＜地域加算について＞ 
 船橋市は障害者の地域区分が 4 級地になるので、地域加算により１２．０倍となってお 

 ります。 

 ＜2 ⼈のホームヘルパーにより訪問を⾏なった場合＞ヘルパー１⼈での介護が困難と認めら 
 れる場合等で、利⽤者の同意のもと２⼈のヘルパーがサービスを提供した場合は、２倍 
 の利⽤者負担額をいただきます。 

 ＜訪問介護初回加算  200 単位＞ 
 初回の訪問介護にサービス提供責任者が⾏った場合または同⾏した場合。 

 ＜緊急時対応加算   1 回につき 100 単位(⽉ 2 回まで)＞ 
 ＜処遇改善加算（Ⅰ）について＞平成２４年６⽉から当事業所は「処遇改善加算（Ⅰ）」の 

 算定要件を満たしたため、下記のとおり加算いたします。 
 【居宅介護】……２７.４％を加算 
 【重度訪問介護】…… ２０.０％を加算 

 ＜特定処遇改善加算（Ⅰ）について＞居宅介護は「特定処遇改善加算（Ⅰ）」、重度訪問介 
 護は「特定処遇改善加算（Ⅱ）」の算定要件を満たしたため、下記のとおり加算いたし 
 ます。 
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 【居宅介護】……７.０％を加算 
 【重度訪問介護】…… ５.５％を加算 

 ＜ベースアップ等⽀援加算について＞ 
 当事業所は「ベースアップ等⽀援加算」の算定要件を満たしたため、下記のとおり加算 
 いたします。 

 【居宅介護・重度訪問介護】……４.５％を加算＜利⽤者負担額の上限等について＞ 
 ・介護給付費対象のサービス（ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステ 

 イ）利⽤者負担額は上限が定められています。 
 ・利⽤者のご希望により、当事業所を利⽤者負担の上限管理者に選任される場合には、 

 サービス利⽤開始の際にその旨をお申し出ください。 
 ＜償還払い＞事業者が介護給付費額の代理受領を⾏わない場合は、介護給付費基準額の全額 

 をいったんお⽀払いいただきます。この場合、利⽤者に「サービス提供証明書」を交付 
 します。（「サービス提供証明書」と「領収書」を添えてお住まいの市町村に申請する 
 と介護給付費が⽀給されます。） 

 (3)  サービス利⽤にかかる実費負担額（契約書第５条参照）サービス提供に要する下記の費⽤ 
 は、介護給付費⽀給の対象ではありませんので、実費をいただきます。 
 1  通常の事業実施地域以外の地区にお住まいの⽅で、当事業所のサービスを利⽤される場 

 合は、ホームヘルパーが訪問するための交通費をいただきます。なお、⾃動⾞を使⽤し 
 た場合の交通費は１ｋｍにつき５０円いただきます。 

 （サービス利⽤料とともに１ヵ⽉ごとにお⽀払いいただきます。） 

 2  「通院介助」においてホームヘルパーに公共交通機関などの交通費のほか、⼊場料、利 
 ⽤料等が必要な場合、その実費をいただきます。（サービスご利⽤時にその都度ご負担 
 いただきます。） 

 ＜サービス利⽤料⾦＞ 

 サービス利⽤料⾦から介護給付費の給付額を除いた⾦額（利⽤者負担）をお⽀払いいた 
 だきます。(個別減免等の負担軽減措置については 6 ⾴をご参照ください） 

 ＜利⽤者負担の減免について＞ 

 〔利⽤者負担に関する⽉額上限〕 

 1 ヵ⽉あたりのサービス利⽤にかかる「定率負担」については､所得に応じて４区分の⽉ 
 額負担額が設定され､それ以上の負担の必要はありません。 

 区 分  世帯の収⼊状況  1 ヵ⽉あたりの負担上限額 
 ⽣活保護  ⽣活保護受給世帯  ０円 

 低所得  市町村⺠税⾮課税世帯  ０円 
 ⼀般１  市町村⺠税課税世帯所得割１６ 

 万円未満  ９，３００円 
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 ⼀般２  市町村⺠税課税世帯  ３７,２００円 

 (4)  利⽤者負担額及び実費負担額のお⽀払い⽅法（契約書第５条参照）前記（2）及び（3）の 
 ①の料⾦・費⽤は、1 カ⽉ごとに計算しご請求しますので、翌⽉末⽇までに以下のいずれ 
 かの⽅法でお⽀払い下さい。（1 ヵ⽉に満たない期間のサービスに関する利⽤料⾦は、利 
 ⽤状況に基づいて計算した⾦額とします。） 

 料⾦のお⽀払い⽅法毎⽉２０⽇前後に前⽉分の請求をいたしますので、到着後⽉末 
 までにお⽀払い下さい。お⽀払いいただきますと、次⽉の請求書と同封で領収証を 
 発⾏します。 
 お⽀払い⽅法は、以下からお選び頂けます。現⾦での集⾦は原則⾏っておりません 
 のでご了承下さい。 

 ①⼝座振替︓ゆうちょ銀⾏、その他⼤部分の⾦融機関をご利⽤いただけます 
 ②銀⾏振込︓下記の指定⼝座へお振り込み下さい。 振込⼿数料はご負担下さい。 

 京葉銀⾏ ⼆和向台⽀店(店番号１２３) 普通預⾦２０４７９７１ 

 (5)  利⽤の中⽌、変更、追加（契約書第６条参照） 
 1  利⽤予定⽇の前に、利⽤者の都合により、居宅介護等計画で定めたサービスの利⽤を中 

 ⽌⼜は変更することができます。この場合にはサービスの実施⽇の２⽇前までに事業者 
 に申し出てください。 

 2  利⽤予定⽇の前⽇の１７時までに申し出がなかった場合、いかなる理由の場合でもキャ 
 ンセル料として下記の料⾦をお⽀払いいただきます。 

 なお、５⾴に記載する２⼈のヘルパーがサービスを提供する場合は２倍となります。 
 利⽤予定⽇の前⽇１７時までに申し出があった場合  無料 
 利⽤予定⽇の前⽇１７時までに申し出がなかった場合  １、０００円 

 3  サービス利⽤の変更・追加は、ホームヘルパーの稼働状況により利⽤者が希望する時間 
 にサービスの提供ができないことがあります。その場合は、他の利⽤可能⽇時を利⽤者 
 に提⽰するほか、他事業所を紹介するなど必要な調整をいたします。 

 (6)  ⾃費サービス 
 ◇家事援助 

 15分以内  30分以内  1時間以内  以降15分ごとに 

 750 円  1,500 円  3,000 円  750円追加 

 ◇⾝体 

 15分未満  30分以内  1時間以内  以降15分ごとに 

 750 円  1,500 円  3,000 円  750円追加 

 ◇院内  30分につき  1,100 円  以降30分ごとに 
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 ◇泊り  22 : 00〜翌 6︓00  22,000 円 

 ◇待機時間  10分まで  300 円  以降10分毎・300円 
 ◇空移動  10分まで  300 円  以降10分毎・300円 
 ◇その他実費  ⾃費サービスの際、ヘルパーにかかる交通費、施設⼊場料、⾷事代 

 等は実費をご負担いただきます。 
 ⽴替 
 ※院内介助・・・通院における院内介助（障害福祉サービスとのセットに限ります。院内 

 介助のみの場合は⾝体介護の⾃費になります。） 

 ※待機時間・・・ご不在時や送迎時などの待機時間 

 ヘルパー訪問後にキャンセルになった場合で、待機時間が発⽣した場合は、キャン 

 セル料とあわせて待機時間料⾦が発⽣致します。 

 ※空移動・・・・利⽤者の居住地以外へのお迎えの為の移動時間や、⽀援後の出先での⽀ 

 援終了時間からのヘルパーの単独帰宅のための移動時間 

 ※早朝（午前６時〜午前８時）・夜間帯（午後６時〜午後１０時）は上記の料⾦の２５％ 

 増し、深夜（午後１０時〜午前６時）は、５０％増しとなります 

 ※上記外のご相談や、緊急時のサービスなども⾃費にて対応致します。 

 ※実費負担額（交通費等）の変更・・・実費負担額（交通費等）を変更する場合は、原 

 則としてその１カ⽉前までにご説明します。 

 7．サービスの利⽤に関する留意事項 
 (1)  ホームヘルパーについて 

 ☆ サービス提供時に、担当のホームヘルパーを決定します。ただし、実際のサービス提供に 
 あたっては、複数のホームヘルパーが交替してサービスを提供します。担当のホームヘ 
 ルパーや訪問するホームヘルパーが交替する場合は、予め利⽤者に説明するとともに、 
 利⽤者及びその家族等に対してサービス利⽤上の不利益が⽣じないよう⼗分に配慮しま 
 す。 

 ☆ 利⽤者から特定のホームヘルパーを指名することはできませんが、ホームヘルパーにつ 
 いてお気づきの点やご要望がありましたら、当社の相談窓⼝等に遠慮なくご相談くださ 
 い。 

 (2)  サービス提供について 
 ☆ サービスは、「居宅介護等計画」に基づいて⾏います。実施に関する指⽰・命令は、す 

 べて事業者が⾏います。但し、実際の提供にあたっては、利⽤者の訪問時の状況・事 
 情・意向等について⼗分に配慮します。 

 ☆ サービス実施のために必要な備品等（⽔道・ガス・電気を含む）は無償で使⽤させてい 
 ただきます。（ホームヘルパーが事業所に連絡する場合の電話を使⽤させていただきま 
 す。） 
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 (3)  サービス内容の変更 
 ☆ 訪問時に、利⽤者の体調等の理由で居宅介護等計画で予定されていたサービスの実施が 

 できない場合には、利⽤者の同意を得て、サービス内容を変更します。その場合、事業 
 者は、変更したサービスの内容と時間に応じたサービス利⽤料⾦を請求します。 

 (4)  受給者証の確認（契約書第 3 条参照） 

 「住所」及び「利⽤者負担額」、「⽀給量」など「受給者証」の記載内容に変更があった 
 場合は速やかにホームヘルパーにお知らせください。また、担当ホームヘルパーやサー 
 ビス提供責任者が「受給者証」の確認をさせていただく場合には、ご提⽰くださいます 
 ようお願いします。 

 (5)  ホームヘルパーの禁⽌⾏為 
 ホームヘルパーは、サービスの提供にあたって、次に該当する⾏為は⾏いません。 

 ①  医療⾏為 
 ②  利⽤者もしくはご家族等の⾦銭、預貯⾦通帳、証書、書類等の預かり 
 ③  利⽤者もしくはその家族等からの⾦銭⼜は物品、飲⾷の授受 
 ④  ご契約者の家族等に対するサービスの提供 

 5  飲酒・喫煙及び飲⾷（移動介護等において利⽤者の同意を得て利⽤者と⼀緒に飲 
 ⾷を⾏う場合は除きます。） 

 6  ⾝体拘束その他利⽤者の⾏動を制限する⾏為（利⽤者または第三者等の⽣ 
 (ア)  命または⾝体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く） 

 7  その他利⽤者もしくはその家族等に対して⾏う宗教活動、政治活動、営利活動及 
 びその他迷惑⾏為 

 8．サービス実施の記録について 
 (1)  サービス実施記録の確認 

 本事業所では、サービス提供ごとに、実施⽇時及び実施したサービス内容などを書⾯⼜は電 
 磁的記録に記録し、利⽤者にその内容のご確認をいただきます。内容に、間違いやご意⾒が 
 あればいつでもお申し出ください。なお、居宅介護計画及びサービス提供ごとの記録は、 
 サービス提供⽇より 5 年間保存します。 

 (2)  利⽤者の記録や情報の管理、開⽰について（契約書第８条参照）本事業所では、関係法令 
 及びくまさんヘルパー訪問介護個⼈情報保護に対する基本⽅針に基づいて、利⽤者の記録 
 や情報を適切に管理し、利⽤者の求めに応じてその内容を開⽰します。（開⽰に際して必 
 要な複写料などの諸費⽤は、利⽤者の負担となります。） 

 9．虐待の防⽌のための措置に関する事項 
 1  虐待の防⽌のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等の活⽤可能）を定期的に開 

 催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること 

 2  虐待の防⽌のための指針を整備すること 
 8 



 3  従業者に対し、虐待の防⽌のための研修を定期的に実施すること 

 4  上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 

 10．⾝体拘束等の適正化の推進 
 1  ⾝体拘束等を⾏う場合には、その態様及び時間、その際の利⽤者の⼼⾝の状況並びに緊急や 

 むを得ない理由その他必要な事項を記録すること。 
 2  ⾝体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果 

 について、従業者に周知徹底を図ること。 
 3  ⾝体拘束等の適正化のための指針を整備すること。 
 4  従業者に対し、⾝体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること 

 11．業務継続に向けた取組事業所は感染症や災害が発⽣した場合であっても、必要な介護サー 
 ビスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修 
 の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を⾏うこととする。 

 12．感染症対策の強化感染症の発⽣及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、委員 
 会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）の実施等を⾏うこととす 
 る。 

 13．ハラスメント対策事業所は職場におけるハラスメント防⽌に向けた委員会の開催、指針の 
 整備、相談体制の実施等を⾏うこととする。 

 14．職員へのお⼼づけは、固く辞退申し上げます。お気遣いのないようお願いいたします。 

 15．緊急時の対応⽅法サービス提供中に容体の変化等があった場合は、事前の打ち合わせに従 
 い、主治医、救急隊、親族、事業所等へ連絡します。 

 主治医 
 ⽒ 名 

 連絡先 

 ご家族 
 ⽒ 名 

 連絡先 

 16．損害賠償保険への加⼊（契約書第９条参照） 
 本事業者は、下記の損害賠償保険に加⼊しています。 
 保険会社名     三井住友海上⽕災保険株式会社 
 保 険 名    福祉事業者総合賠償責任保険 

     補償の概要   利⽤者のケガ等の治療費や損害賠償 
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 17．苦情等の受付について（契約書第 14 条参照） 
 （１）当事業所における苦情の受付及びサービス利⽤等のご相談サービスに対する苦情や職員 
 からのハラスメント等に関する相談、利⽤料のお⽀払いや⼿続き等サービス利⽤に関するご相 
 談、利⽤者の記録等の情報開⽰の請求は以下にて受け付けます。 

 ○ 苦情受付担当者︓  サービス提供責任者 
 ○ 受 付 時 間︓  毎週 ⽉曜⽇〜⽇曜⽇  ８︓００〜１７︓００ 

 （３）⾏政機関その他苦情受付機関 
 千葉県運営適正化委員会福 

 祉サービス利⽤者サ 
 ポートセンター 

 所在地 
 電話番号 

 千葉市中央区千葉港４番３号 
 （千葉県社会福祉センター） 

 ０４３－２４６－０２９４ 
 ＦＡＸ  ０４３－２４６－０２９８ 

 受付時間  ⽉〜⾦（祝⽇を除く） 9:00〜17:00 

 令和     年     ⽉      ⽇ 

 居宅介護等サービスの提供の開始に際し、本書⾯に基づき重要事項の説明を⾏いました。 

 管理者名︓浦上 莉奈 

 説 明 者︓職  名  サービス提供責任者 

 ⽒  名  ㊞ 
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 居宅介護等 契約書 
 （令和 6 年 ６⽉１⽇現在） 

          様  （以下、「利⽤者」という。）とくまさんヘルパー訪問介護  （以下、 
 「事業者」という。）は、利⽤者が事業者から提供される居宅介護等サービスを受け、それに 
 対する利⽤料⾦を⽀払うことについて、次のとおり契約（以下、「本契約」という。）を締結 
 します。 

 第 1 条（⽬的） 
 本契約は、利⽤者が居宅において、可能な限りその能⼒に応じ、⾃⽴した⽇常⽣活を営むこと 
 ができるよう、事業者が利⽤者に対して必要な障害者総合⽀援法に基づく、介護給付費におい 
 ての居宅介護・重度訪問介護（以下、「居宅介護等サービス」という。）を適切に提供する事 
 を定めます。 

 第 2 条（期間） 
 1  本契約期間は、令和      年      ⽉      ⽇から受給者証あるいは、⽀給可否決定通知書に記 

 載された居宅介護の⽀給決定期間満了⽇までとします。 

 2  契約満了の２⽇前までに、利⽤者から事業者に対して、⽂書により契約終了の申し出がない 
 場合、本契約は⾃動更新されるものとします。 

 第 3 条（居宅介護計画等及び契約⽀給量） 
 1  事業者は、利⽤者の受給者証に記載された居宅介護等の⽀給量を踏まえ、利⽤者の課題と意 

 向を把握し、ケア会議を開いて利⽤者の居宅介護計画等（以下、「居宅介護計画」とい 
 う。）を作成します。この計画は、事業者が利⽤者に説明して同意を得たうえで作成するこ 
 ととし、利⽤者はいつでも居宅介護等計画についての説明を求め、意⾒を述べることや、変 
 更を求めることができます。 事業者は、前項の居宅介護等計画に基づき契約⽀給量を定め、 
 利⽤者の受給に記載します。 

 2  利⽤者は、受給者証あるいは、⽀給可否決定通知書記載事項に変更があった場合には、速や 
 かに事業者に変更内容を知らせるとともに、事業者の求めに応じて受給者証あるいは、⽀給 
 可否決定通知書の内容を確認させるものとします。 

 第 4 条（サービス内容）事業者は、その指揮命令のもとに、居宅介護従事者（以下、「ホーム 
 ヘルパー」という。）を利⽤者の居宅等に訪問させ、⼊浴、排泄及び⾷事等の介護、調理、洗 
 濯及び掃除等の家事、⽣活等に関する相談及び助⾔並びに移動の介護などのうちから前条に定 
 める居宅介護等計画に基づいて適切にサービスを提供します。 

 第 5 条（利⽤者負担額及び実費負担額） 
 1  利⽤者は、前条に定めるサービスに対して、重要事項説明書に定める所定の利⽤者負担額及 

 びサービス利⽤にかかる実費負担額を事業者に⽀払います。障害者総合⽀援法に基づく介護 
 給付費は、事業者が市町村から代理して受領します。 
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 2  前項の利⽤者負担額及び実費負担額は、１カ⽉ごとに計算し、利⽤者はこれを翌⽉末⽇まで 
 に⽀払います。 

 第 ６ 条（利⽤の中⽌、変更、追加） 
 1  利⽤者は、利⽤期⽇前において、居宅介護等サービスの利⽤の追加（計画に基づく）、中⽌ 

 ⼜は変更を契約⽀給量の範囲内で⾏うことができます。この場合には、サービスの実施⽇の 
 ２⽇前までに事業者に申し出るものとします。 

 2  利⽤者が、利⽤期⽇に利⽤の中⽌を申し出た場合は、重要事項説明書に定める所定の取消料 
 を事業者にお⽀払いいただきます。 

 3  事業者は、第 1 項に基づく利⽤者からのサービス利⽤の変更・追加の申し出に対して、当該 
 利⽤希望⽇の利⽤状況等により利⽤者の希望する期間にサービスの提供ができない場合、他 
 の利⽤可能⽇時を利⽤者に提⽰して協議するほか、サービス提供可能な事業所の紹介などを 
 ⾏います。 

 第 7 条（事業者の基本的義務） 
 1  事業者は、利⽤者に対し、居宅において⽇常⽣活を営むことができるよう、必要なサービス 

 を適切に⾏います。 
 2  事業者は、利⽤者の意思と⼈格を尊重し、常に利⽤者の⽴場にたって、サービスを提供しま 

 す。 

 第 8 条（事業者の具体的義務） 
 1  (安全配慮義務）事業者は、サービスの提供にあたって、利⽤者の⽣命、⾝体、財産の安全・ 

 確保に配慮します。 
 2  (説明義務）事業者は、本契約に基づく内容について、利⽤者の質問等に対して適切に説明し 

 ます。 
 3  (守秘義務）事業者及びホームヘルパーは、本契約によるサービスを提供するにあたって知り 

 得た利⽤者や家族等の秘密について、正当な理由がある場合を除き第三者に開⽰することは 
 ありません。 

 4  (⾝体拘束の禁⽌）事業者は、利⽤者⼜は他の利⽤者等の⽣命⼜は⾝体を保護するため緊急や 
 むを得ない場合を除いて、⾝体的拘束その他利⽤者の⾏動を制限する⾏為を⾏ないません。 

 5  (記録保存整備義務）事業者は、サービス提供に関する記録を整備し、サービス提供⽇から 
 ５  年  間  保  存  し  ま  す。  利  ⽤  者  は  事  業  者  の  窓  ⼝  業  務  時  間  （毎  週  ⽉  曜  ⽇  〜  ⼟  曜  ⽇  ９  時  〜  １  ８  時）  に 
 ⾃  分  の  記  録  を  閲  覧  こ  と  が  で  き  ま  す。  ま  た  A  ４  サ  イ  ズ  ま  で  １  枚  あ  た  り  10  円  を  負  担  し  て  複  写  物 
 の交付を受けることができます。原則として１か⽉ごとの交付と致します。 

 第 9 条（事故と損害賠償） 
 1  事業者は、サービスの提供によって事故が⽣じた場合には、速やかに県・市町村・利⽤者の 

 家族に連絡して必要な措置を講じます。 
 2  事業者は、サービスを提供するにあたって、事業者の責任と認められる事由によって利⽤者 

 に損害を与えた場合には、速やかに利⽤者の損害を賠償します。 
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 第 10 条（契約の終了事由）本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が⽣じた場合に終了する 
 ものとします。 

 ・  利⽤者が死亡した場合 
 ・  事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合⼜はやむを得ない事由により事業所を閉鎖し 

 た場合 

 ・  事業者が指定を取り消された場合⼜は指定を辞退した場合 
 ・  第１１条から第１３条に基づき本契約が解除された場合 
 ・  第２条の契約期間が満了した場合（ただし満了前に契約更新の⼿続きがとられた場合は除 

 く） 

 第  11  条  （利  ⽤  者  か  ら  の  中  途  解  約）  利  ⽤  者  は、  本  契  約  の  有  効  期  間  中、  本  契  約  を  解  約  す  る  こ  と  が 
 で  き  ま  す。  こ  の  場  合  に  は、  利  ⽤  者  は  契  約  終  了  を  希  望  す  る  ⽇  の  10  ⽇  前  ま  で  に  事  業  者  に  通  知  す  る 
 ものとします。ただし、利⽤者 
 が⼊院した場合等、正当な理由がある場合には即時に解約することができます。 

 第 12 条（利⽤者からの契約解除）利⽤者は、事業者もしくはホームヘルパーが以下の事項に該 
 当する⾏為を⾏なった場合には、ただちに本契約を解除することができます。 

 ・  事業者もしくはホームヘルパーが正当な理由なく本契約に定める居宅介護サービスを実施し 
 ない場合 

 ・  事業者もしくはホームヘルパーが第８条１項から４項に定める義務に違反した場合 
 ・  事業者もしくはホームヘルパーが故意⼜は過失により利⽤者もしくはその家族等の⽣命・⾝ 

 体・財物・信⽤を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい重⼤な事情が認めら 
 れる場合 

 第 13 条（事業者からの契約解除）事業者は、利⽤者が以下の事項に該当する場合は本契約を解 
 除することができます。 

 ・  利⽤者に⽀払い能⼒があるにもかかわらず第５条に定めるサービス利⽤料⾦の⽀払いが 
 3 カ⽉以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず故意に⽀払わない場合 

 ・  利⽤者またはその家族等が事業者やサービス従業者に対してこの契約を継続し難いほどの背 
 信⾏為を⾏った場合 

 ・  下記のような⾏為があり、ハラスメントに該当するとみなされる場合 
 暴⼒⼜は乱暴な⾔動、無理な要求、物を投げつける、物を向ける、服を引きちぎる、⼿ 

 を払いのける、怒鳴る、奇声、⼤声を発す、対象範囲外のサービスの強要 等 
 介護従事者の体を触る、⼿を握る、腕を引っ張り抱きしめる、性的な話し卑猥な⾔動等 
 介護従事者の⾃宅の住所や電話番号を聞く、ストーカー⾏為 等 

 ・利⽤者がサービス実施地域外に転居した場合 
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 第 14 条（苦情解決） 
 1  利⽤者は、本契約に基づくサービスに関して、いつでも重要事項説明書に記載されている苦 

 情受付窓⼝に苦情を申し⽴てることができます。 
 2  利⽤者は、本契約に基づくサービスに関して、重要事項説明書に記載された第三者委員に苦 

 情を申し⽴てることもできますし、重要事項説明書に記載された都道府県社会福祉協議会に 
 設置されている運営適正化委員会に苦情を申し⽴てることもできます。 

 第 15 条（協議事項）本契約に定められていない事項について問題が⽣じた場合には、事業者は 
 障害者総合⽀援法 
 その他諸法令の定めるところに従い、利⽤者と誠意を持って協議するものとします。 

 個⼈情報使⽤同意書 

 私（利⽤者及びその家族）の個⼈情報については、次に記載するところにより必要最⼩限の範 

 囲内で使⽤することに同意します。 

 記 

 1. 使⽤する⽬的 

 (1)  ためのサービス等利⽤計画に沿って円滑にサービスを提供するために実施される担当者 

 会議、相談⽀援事業所との連絡調整等において必要な場合。 

 (2)  ⽤者に医療上、緊急の必要性がある場合において、医療機関等に利⽤者に関する⼼⾝等 

 の情報提供が必要な場合。 

 (3)  適切なサービス提供の実施を確保し、経営安定化を図る観点から、ICTを活⽤し必要な 

 業務を⾏う場合や、災害、感染症、虐待等の委員会等を開催する場合。 

 2.  使⽤する期間契約時から契約終了⽇及びサービス提供事業所の変更時における情報提供の際 

 等。 

 但し、（利⽤者及びその家族からの）事前申し出によって、この契約を⼀時停⽌及び解約 

 することが出来る。 
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 3.  事業所として 

 (1)  個⼈情報の提供は必要最低限とし、提供に当たっては、関係者以外の者に漏れる事 

 のないよう細⼼の注意をはらいます。 

 (2)  個⼈情報を使⽤した会議、相⼿⽅、内容等の経過を記録し、適正に管理します。 

 (3)  諸記録の保存、交付等について、適切な個⼈情報の取り扱いを求めた上で、電磁的 

 な対応を⾏わせて頂く場合があります。 

 ４. 以下に記載される事項に該当する場合は、ご利⽤者やご家族等の同意を得ることなく、必要 

 とされる情報を提供させて頂く場合がございます。 

 1、  法令に基づく場合 

 2、  ⽣命・⾝体・財産の保護に必要な場合であって、事前に同意を得ることが困難なときウ、 

 国の機関もしくは地⽅公共団体、またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂⾏ 

 することに対して協⼒する必要があり、ご利⽤者の同意を得ることにより、当該事務の遂 

 ⾏に⽀障を及ぼすおそれがあるとき 

 上記の契約及び同意を証するため、本書２通を作成し、利⽤者および事業者が署名または記名 

 押印の上、１通ずつ保有するものとします。 

 契約締結⽇   令和     年   ⽉    ⽇ 

 ＜事業者＞ 

 所在地  千葉県船橋市⼤⽳北4丁⽬15番3号 
 業所名  くまさんヘルパー訪問介護 

 代表者名  代表社員 浦上 莉奈   ㊞ 

 私は、「重要事項説明書」「契約書」「個⼈情報使⽤同意書」により、重要な事項の説明を受 

 けました。内容を了承の上、契約致します。 
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 ＜利⽤者＞ 

 住 所 

 ⽒  名                        ㊞ 

 （⾃署の場合 押印不要） 
 代 筆 者                     続柄（       ）  ㊞ 

 （代理⼈） 

 住 所 

 ⽒  名                   ㊞ 

 16 


